
令和７年坂祝町議会 

第２回定例会 議案 

令和７年６月１０日提出

加 茂 郡 坂 祝 町 



付議事件 

議案第２６号  坂祝町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

議案第２７号  坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について 

議案第２８号  令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第１号）について 

議案第２９号  令和７年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

議案第３０号  令和７年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第１号）について



議案第２６号 

   坂祝町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町固

定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものとする。 

  令和７年６月１０日 提出 

坂祝町長 伊 藤 敬 宏 

   提 案 理 由 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第２項の規定に基づき、所要

の改正をするものです。 
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坂祝町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町固定資産評価審査委員会条例(昭和３８年条例第１７号) の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(目的) (目的) 

第１条 この条例は、地方税法(昭和２

５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。)第４３６条の規定に基づき、固

定資産評価審査委員会(以下「委員

会」という。)の審査の手続、記録の

保存その他審査に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方税法(昭和２

５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。)第４３６条の規定に基づき、固

定資産評価審査委員会(以下「委員

会」という。)の審査の手続、記録の

保存その他審査に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

(委員の定数) 

第１条の２ 委員会の委員の定数は、

３人とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２７号 

   坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町非常

勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものとする。 

  令和７年６月１０日 提出 

                      坂祝町長 伊 藤 敬 宏 

   提 案 理 由 

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９号）の

一部を改正する法律の施行に伴い、坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に

関する条例中、別表に規定された投票管理者等の報酬額を改正するものです。
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坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例（案） 

坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和３８年条例第２

号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表(第２条、第４条関係) 別表(第２条、第４条関係) 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

【別記 1】 

改正後 

区分 報酬額 費用弁償 

選挙長 １日につき １２，２００

円 

投票管理

者 

投票所の投票管理者 １日につき １４，５００

円 

期日前投票所の投票管理者１日につき １２，８００

円 

開票管理者 １日につき １２，２００

円 

投票立会

人 

投票所の投票立会人 １日につき １２，４００

円 ただし、従事時間が６

時間３０分以内の場合は、

６，２００円 

期日前投票所の投票立会人１日につき １０，９００

円 ただし、従事時間が６

時間以内の場合は、５，４

５０円 

開票立会人 １日につき １０，１００

円 

選挙立会人 １日につき １０，１００

円 
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改正前 

区分 報酬額 費用弁償 

選挙長 １日につき １０，８００

円 

投票管理

者 

投票所の投票管理者 １日につき １２，８００

円 

期日前投票所の投票管理者１日につき １１，３００

円 

開票管理者 １日につき １０，８００

円 

投票立会

人 

投票所の投票立会人 １日につき １０，９００

円 ただし、従事時間が６

時間３０分以内の場合は、

５，４５０円 

期日前投票所の投票立会人１日につき ９，６００円

 ただし、従事時間が６時

間以内の場合は、４，８０

０円 

開票立会人 １日につき ８，９００円

選挙立会人 １日につき ８，９００円

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２８号

   令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第１号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年度

坂祝町一般会計補正予算（第１号）を提出するものとする。

  令和７年６月１０日 提出

                         坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第２９号

   令和７年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年度

坂祝町介護保険特別会計補正予算（第１号）を提出するものとする。

  令和７年６月１０日 提出

                         坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第３０号

   令和７年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第１号）について

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和７

年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第１号）を提出するものとする。

  令和７年６月１０日 提出 

                         坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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